
 
大和郡山市 令和７年度第２回パソコン調達業務 に係る仕様書 

 
◆品名、仕様及び数量 

項番 品名 数量 項目 仕様 

1 
デスクトップ 

パソコン 
120 

基本OS 

Windows11 Professional（64bit）日本語版 

インストールされた状態であること 

再セットアップ媒体（Windows11）を計1 セット納品 

規格 
デスクトップパソコンであること 

本調達機器のディスプレイ背面にマウントできること 

サイズ 幅：40 mm 奥行き：200 mm 高さ：200 mm 以内であること 

CPU 
Intel Core i3 以上 

Intel 社製であること。世代は第13 世代以上であること 

主記憶装置（メモリ） 8GB 以上 

補助記憶装置 SSD 256GB 以上 

光学ドライブ 有無は問わない 

USB ポート数 
USB 3.2 Type-A 以上を 3 ポート以上有すること 

USB 3.2 Type-C 以上を 1 ポート以上有すること 

外部ディスプレイ出力 
HDMI 端子を 1 ポート以上有すること 

VGA 端子または DisplayPort を 1 ポート以上有すること 

キーボード 

日本語JIS 配列キーボードを搭載すること 

ファンクションキーの機能を有すること 

テンキーが付いていること 

マウス USB 接続でホイールスクロール機能付き光学式とすること 

ネットワーク機能 1000BASE-T に対応すること 

内蔵無線LAN 
内蔵無線LAN を有すること 

IEEE802.11 b/g/a/n/ac/ax に対応すること 

保守 1 年間のメーカー保守サービスを付帯していること 

その他 

・納品のみで、設置や調整作業は含まないものとする 

・納入する機器類は、同一製造会社の同一型番であること 

・納入する機器類は、スムーズに動作するものであること 

・納入する機器類は、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PC

グリーンラベル、省エネラベリング制度の基準のうち、いずれか一つ以上満

たした製品であること 

・納入する機器のすべてについて、必然的に必要となる物品については、仕

様書記載の有無に関わらずすべて納入すること 

・納入に際し、担当者が不要と判断する梱包材、付属品、マニュアル等につ

いては、落札者の責任において撤去すること 

・初期不良品については、速やかに交換等の処置を行うこと。その際には、

指定された設定やソフトウェアのインストール等を実施した上で当初の設置

場所に配置し、速やかに障害原因及び処置について担当者に報告すること 

・物品の納入が困難となった場合、大和郡山市に対して書面にて協議のう

え、同一メーカーの後継機種又は上位機種、もしくは同等性能を有する機

種での納入を可能とする。ただし、仕様及び契約金額の変更はないものと

する 

・本体は、日本電気株式会社、富士通株式会社/FujitsuLimited、Dynabook 株

式会社、HP Inc. 、Dell Technologies Inc. 、レノボ・ジャパン合同会社にて製

造販売されていること 

２ ディスプレイ 120 

サイズ 23 インチ～24 インチであること 

解像度 FHD (1920 x 1080) であること 

ポート HDMI 端子および VGA 端子をそれぞれ 1 ポート以上有すること 

マウントキット 上記デスクトップパソコンを背面マウントするためのマウントキットを有すること 

保守 1 年間のメーカー保守サービスを付帯していること 

その他 ・ 保守対応の観点から、デスクトップパソコンと同一メーカー品とすること 

 

※納品場所については市役所内の職員の指定する場所とする 


